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Ⅰ 本校における学校危機管理の目的 
 

 

 

１ 危機管理の目的 
 ・ 危機発生時に、児童及び教職員の安全の確保を図るとともに、日常におい 

  ても、施設の点検等の安全管理に努める。 

 ・ いかなる事態が起ころうとも、組織として取り組むことができる体制を確 

  立する。 

 ・ 保護者や地域及び教育委員会等関係機関との連携を強化する。 

 ・ 情報の一元化を図る。 

 

２ 危機管理の段階 

  危機の予知・予測 
 
   過去に発生した事例から、危機発生の原因や経過等を分析･検討することに 

  より、危機の予知･予測に努める。 

   また、子どもたちや社会環境、自然環境等の変化にも十分注意を払い、今 

  後新たに発生する可能性のある危機についても想定し、予知･予測に努める。 

 

 

  危機の未然防止または回避･危機対処の諸準備 
 
   日常の児童及び教職員に対する訓練等を実施するほか、施設･設備に関する 

  定期的な点検等を実施するなど、危機への未然防止に向けた取り組みを行う。 

 

 

  危機発生時の対応 
 
   危機が発生した場合、「命を守ること」を最優先し、児童及び教職員の安全 

  の確保を図るとともに、全職員が一致協力して危機に対処する。 

   また、初期の対応が重要であることを十分に認識し、初動体制を確立する。 

 

 

  事後対応と危機の再発防止 
 
   危機終息時において、危機への取り組み状況を点検し、再発防止に万全を 

  期す。 
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Ⅱ 危機発生時における緊急対策 
 

  事故や事件が発生した直後は、短時間に多くの対応が求められることから、 

 それに戸惑うことなく、本マニュアルにより初動体制を確認し、危機管理にあ 

 たること。 

 

 １ 危機発生時の対応 
 

 （１） 直ちに校長及び副校長（不在の場合は、教務主任等必ず中心になって 

    指示にあたる者を置く。）に、何が何処で発生したかを連絡する。 

 （２） 何を最優先にしてどのように対応するかについて、本マニュアルに 

    従って冷静に判断し、適切に対応する。 

 

 ２ 対策本部の設置 
 

 （１） 対策本部を設置 

 （２） 全職員への周知 

 （３） 情報の収集や分析･判断 

 （４） 対応方針の決定 

 （５） 役割分担の指示 

 （６） 所在を明らかにしておく 

 （７） 報道機関への対応（窓口は、管理職とする。） 

 

 ３ 正確な情報の収集及び共有化 

 
   憶測や風評による無用な混乱を防ぐ。 
 

 ４ 関係機関との連携 
 

    町教育委員会や警察等の関係機関と常日頃から連携を図り、危機発生時 

   は勿論、平常時においても指導・助言が得られるように努める。 

 

 ５ 保護者･地域との連携 
 

    保護者や地域と常日頃から連携を図り、協力して児童を守る体制の整備 

   を図る。 
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1 救急（応急）措置              
 
・発見者は、児童の意識の 

 有無･顔色･呼吸･脈拍等 

  を確認し、負傷児童の応 

  急処置を行う。 

・発見者は、周囲にいる者 

 に救急車の出動要請（頭、 

 目、脊髄のけがについて 

 は、救急車の要請をため 

  らわないこと。）、校長へ 

  の連絡、他の職員への応 

  援を依頼する。 

・発見者は、他の児童を救 

  急活動の障害にならない 

  場所に移動させる。 

・養護教諭は、負傷した児 

  童の応急処置を引き継ぐ 

  とともに、速やかに概要 

  を校長及び副校長に報告す 

  る。 

・担任は、保護者に連絡し、 

 希望する病院があるかど 

 うかの確認をする。 

・救急車到着後は、救急隊 

 員に事故発生時の状況や 

 応急処置等の状況等を説 

 明する。 

・養護教諭は救急車に同乗 

 又は、別途、搬送先の病 

 院に向う。 

・状況により、町教育委員会 

 及び学校医へ連絡する。 
 

２ 状況把握              

・教職員は、分担して状況 

 把握に努め、場合によっ 

 ては児童の指導等にあた 

 る。 

1 初期対応              
 
・火災･地震への対応は、消 

 防計画･防災計画に基づ 

 いて、迅速かつ安全に行 

 う。 

・火災発見者は、直ちに火 

 災報知器を作動させ、発 

 火場所と火災の状況を職 

 員室に連絡する。 

・副校長は火災の報告を受け 

 たら、直ちに１１９番通 

 報し、校内放送により避 

 難指示をする。 

・避難指示を受けた教職員 

 は、児童に対し、落ち着 

 いて避難するように指示 

 し、所定の避難場所に避 

 難する。 

・校長は、関係機関に通報 

 し、併せて必要な指示を 

 受ける。 
 

２ 避難後の対応          
  
・教職員は、避難場所に移 

 動、人員確認をする。 

・負傷者の有無を確認し、 

 応急救護を行う。 

・消防・警察等が到着した 

 場合、その後の対応につ 

 いては指示に従う。 

・児童の避難（安全確認後）、 

 保護者に連絡する。 

・火災発生の経緯や状況に 

 ついて、可能な限り情報 

 を集め、事実を正確に把 

 握し、記録する。 

 

1 状況把握･伝達         
 
・教職員へ緊急連絡 

 （大声、火災報知器） 

 

２ 隔離・通報             
 
・不審者の侵入を阻止し、 

  空き教室等へ隔離する。 

 ・１１０番通報 

 ・教育委員会への緊急連 

    絡･支援要請 
 
 

３ 児童の避難誘導        
 
・防御（暴力の抑止と被害 

  拡大の防止） 

・移動阻止 

・全校への周知･児童の掌握 

・避難誘導 

・教職員の役割分担と連携 
 
 
４ 負傷者がいた場合の    

  対応                 
 
・救急車到着までの応急手当 

・１１９番通報 

・被害者等への心のケア着手 
  

５ 事後の対応や措置      
  
・状況の整理と提供 

・保護者等への説明 

・心のケア 

 

Ⅲ 危機の内容による対応や連絡の方法 
 

  危機発生時における対応や連絡については、その内容によって異なるため、  

 事故や事件の状況に応じた的確な対応及び正確で敏速な連絡を行うこと。 

 

 不審者への緊急対応   学  校  事  故   学校での火災･地震等 
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Ⅳ 不 審 者 侵 入 時 の 対 応 
 

  不審侵入時の対応については、このマニュアルに基づき、組織的に行動する 

 こと。 

 
不審者侵入時の教職員役割分担 

 

 

 

 

 

 

不審者侵入時の連絡体制 
 

概   要 主       な       流      れ 

 

○不審者の侵入、発見 

 

 

 

○不審者が退去に応じ 

 ない場合 

 

○職員室への報告 

 

 

○第一次校内放送 

 

○不審者の侵入及び移 

 動の阻止 

 

 

 

 

○第二次校内放送 

 

 

 

 

 

 

○児童の避難誘導 

 

 

 

 

 

 

・校舎内で、不審者を発見。 

 

・発見者は、不審者に対して退去を求める。 

 

・不審者は、退去に応じない。 

 

 

・騒ぎを聞きつけた教職員が職員室へ報告する。 

 

・報告を受け、事務職員が第一次の不審者対策校内放送を職員室から放送する。 

 

 

 

・副校長、用務員が不審者のところへ直行する。不審者の凶器の有無及び、危害を

加える恐れがないか確認をする。 

 

・不審者が凶器を保持していることを確認。一人が職員室に行き、事務職員が第二 

 次の不審者対策校内放送を職員室から放送する。 

 

 

 

 

・校長が電話で１１０番通報と町教育委員会へ通報する。 

 

・不審者に対して、近くにあるものを活用して侵入を拒む。 

 

・担任は、児童の避難誘導にあたる。 

 

・警察が到着し、不審者を逮捕する。 

 

 

全体指揮・外部との対応 校 長 

不審者への対応 発見者、副校長、用務員 

避難誘導･安全確保 学級担任 

応急手当･医療機関等 養護教諭 

電話対応 校 長 

校内放送、記録 事務職員 

チェック１ 

対応１ 

チェック２ 

校内連絡をします。銀杏が始まります。 

校内連絡をします。児童のみなさんは、児童集会を行いますので、校庭に

集まってください。 

対応２ 

対応３ 
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■ 不審者侵入時の対応 
 

                           
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係者以外の学校への立ち入り 

不審者かどうか 

立ち入りの正当

な理由なし 

 

正当な理由あり 受付に案内する 

 

退去を求める 対応１ 

チェック１ 

退去しない 退去した 再び侵入

したか 

解決 

侵入しない 

危害を加える 
恐れはないか 

チェック２ 

ある ない 再び退去を求める 再び侵入

したか 

侵入した 

侵入しない 

隔 離 ・ 通 報 す る 

＜組織的対応１＞ 
教職員へ緊急連絡 

暴力行為抑止と退去の説得 

１１０番通報 

別室に案内し、隔離 

町教育委員会へ緊急連絡、支援要請 

対応２ 

隔離ができない 

子 ど も の 安 全 を 守 る 

＜組織的対応 2＞ 
防御（暴力行為の抑止と被害拡大の防止） 

侵入者の移動阻止 

全校への周知、子どもの掌握、避難誘導 

教職員の役割分担と連携 

警察による保護・逮捕 

対応３ 

侵入した 

※負傷者が発生

した場合の対応

については、事

故発生時の緊急

連絡と同様とす

る。 

 

※状況に応じて、対応

３を並行して実施 

（侵入後に発見し、チ

ェック１，２ができな

かった場合） 

 

初 

め 

の 

対 

応 

緊 

急 

事 

態 

発 

生 

時 

の 

対 
応 
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Ⅴ 学  校  事  故 
 

 

  学校事故の対応は、学校と保護者、地域との信頼関係の最も基本となる所で 

 ある。 

  万難を排し、万全を尽くすこと。子どもがあっての学校である。危機管理の  

 基本である。ことに、最初の一歩を誤らないこと。保護者に対し、常に誠意あ  

 る対応を心がけること。 
 

１ 学校事故の留意事項 
 (1)休み時間などの児童の動向把握と安全点検の徹底 

  ・ 休み時間の事故が多い。（管理職等による日常の見回りの強化に努める。） 

  ・ 遊具の安全点検の実施（毎月実施・老朽化がないかどうか。） 

 (2) 事故発生時の対応について 

  ① 正しい病状の把握と判断 

  ・ 養護教諭だけに頼らないで、校長･副校長も加わって判断する。 

  ・ 頭部や顔面（歯、目）、脊髄などのけがの場合、最悪を想定してすばやく行動。 

  ・ 必要に応じて救急車の手配を。躊躇しない。 

    ・ 管理下内の学校事故については、学校側から病院まで付き添いをすることを原則とする。 

  ・ 当事者（加害児童等）へのケアも怠らない。 

  ② 病院にて 

    正確な情報把握と学校長への報告。保護者への説明。謝罪等。 
 

 ２ 学校事故の報告について 
 (1) 学校安全互助会の適用を受ける事故の発生（医療機関の診断、治療を要する内容）の場合、 

   町教育委員会あて報告（速報）すること。 

  ・ 交通事故については、全て報告すること。 

  ・ 児童が教育活動に著しく支障をきたす場合（入院、手術、骨折、靭帯損傷、ギブス固定、 

   精密検査、数針以上縫うけが等） 

  ・ 社会的な責任問題等、話題性や関心事となるような場合 

  ・ 後日問題が発生されることが予想される場合（訴訟、提訴） 

 (2) 学校からの速報は、町教育委員会で示されている報告様式の記載項目に沿って記述する 

   こと。 
 

 ３ 終息後の対応 
 (1) 原因の究明・再発防止 

  ・ 校長は、事故に関わる情報を整理･記録するとともに、事故原因や問題点を調査し、反 

   省と改善について全職員の共通理解を図り、再発防止に全力を尽くす。場合によっては、  

   PTA役員会や保護者への説明会を行う。 

 (2) 支援･援助 

  ・ 校長と関係職員は、負傷した児童を見舞うとともに、保護者に事故の経緯を説明し、災 

   害共済等の手続きについて説明を行う。 

 (3)心のケア 

  ・ 負傷した児童及び周囲の児童でショックを受けている者がいる場合は、関係機関との連 

   携を図り、専門家に依頼する等、心のケアを行う。 
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Ⅵ 救 急 救 命 体 制 
 緊急時には傷病者が発生する可能性も高い。このため、医療機関の連絡先、事

案発生時の一次救命処置を理解し、対応できるようにすること。 

１ 救急時の対応の理解 
  ・ 既往症等により生活管理の必要な児童を把握し、保護者、主治医と連携し、緊急時の 

   対応方法を確認する。 

  ・ 意識がない場合、出血がある場合など、症状に応じた応急手当の研修を実施する。 

  ・ 心肺蘇生法（人工呼吸及び心臓マッサージ）及びＡＥＤ（自動対外式除細動器）の取り 

   扱い方法を身に付ける。 

２ 一次救命処置の手順 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

反応なし 
・大声で叫び応援を呼ぶ 
・１１９番通報 
・ＡＥＤ手配 

呼吸をみる 

呼吸なし※ 

気道確保 
応援を待つ 
回復体位を考慮する 普段通りの呼吸あり 

※死戦期呼吸は心停止として扱う 
死戦期呼吸：心停止を示唆する異常な呼吸で、ときお
りしゃくりあげるように認められる不規則な呼吸 

     ＣＲＰ（心肺蘇生法） 
 ◎ ただちに胸骨圧迫を開始する 
●強く…成人は少なくとも５㎝、小児は胸の厚さの約１/３ 
●速く…少なくとも１００回/分 
●絶え間なく…中断を最小にする 
 ◎人工呼吸ができる場合は３０：２で胸骨圧迫に人工呼吸を加える 
 人工呼吸ができないか、ためらわれる場合は胸骨圧迫のみを行う 

ＡＥＤ装着 

心電図解析 
電気ショックは必要か？ 

必要 必要なし 

ショック１回…ショック後直ち
に胸骨圧迫からＣＲＰを再開 

直ちに胸骨圧迫からＣＲＰを再
開 

強く、速く、絶え間ない胸骨圧迫を！ 

救急隊に引き継ぐまで、または傷病者に呼吸や目的のある仕草が認め
られるまでＣＲＰを続ける 
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■ 事故発生時の緊急連絡 

 
 

 

 

事故災害発生 ①応急処置   

 発 見 者  ②急  報 

        ③状況把握 

 

 

 
 

 

 

 

                       

  

＜事故速報＞ 

                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

急報の仕方 

１ いつ（発生日時） 

２ だれが（学年、氏名） 

３ どこで（場所） 

４ どこを（部位） 

５ どうした（状態、結果） 

保 護 者 
・疾病状況を知らせる。 

・希望する病院の確認 

・来院か来校の有無及び確認 

・保険証持参依頼 

町教育委員会 
 

TEL ６９２－２１１１ 

FAX ６９２－１３１１ 

 

＜夜間・休日時＞ 

若林学教課長６８１－６４５６ 

吉川教育長６９２－５３０７ 

必要に応じ救急車手配 
救急車には１～２名同乗 

必要に応じ学校医に連絡 

 

学校医、薬剤師 
内科 久保谷康夫先生 

（鶯宿温泉病院） 

   ６９５－２３２１ 

歯科 川田慶勲先生 

  （雫石歯科医院） 

   ６９２－６２８８ 

薬剤師 田畑和孝先生 

  （南畑薬局） 

   ６９１－８１１０ 

近隣医療機関 
鶯宿温泉病院 

６９５－２３２１ 

当事者の保護者 
・状況を知らせる。 

 

御所駐在所 
６９２－２２０５ 

 

盛岡西消防署雫石分署 
６９２－３２１５ 

 

＊１ 事故報告は速やかに行うこと。                                       
＊２ 外部への対応は管理職とすること。（窓口の一本化）                            
＊３ 負傷状況を見ていた教職員が付き添い、その後保護者に引き渡すまでは、引き続き                 
   付き添うこと。                                        

 

担   任 
 

校  長 

副 校 長 

養護教諭 
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Ⅶ 学校での火災･地震、登下校時の災害対策 
 

 

  学校での火災･地震への対応は、消防計画･防災計画に基づいて、迅速かつ安 

 全に行うこと。 
 

 １ 学校での火災発生 
 

  (1) 初期対応 

  ・ 火災発見者は、直ちに火災報知器を作動させ、発火場所と火災の状況を 

   職員室に連絡する。 

  ・ 校長は火災の報告を受けたら、直ちに１１９番通報する。副校長が校内 

   放送により避難指示をする。 

  ・ 教職員が現場へ急行し、初期消火にあたる。 

  ・ 避難指示を受けた教職員は、児童に対し、落ち着いて避難するように指 

   示し、所定の避難場所に避難する。 

  ・ 校長は、関係機関に通報し、併せて必要な指示を受ける。 

 

  (2) 避難後の対応 

  ・ 教職員は、避難場所に移動、人員確認をする。 

  ・ 負傷者の有無を確認し、応急救護を行う。 

  ・ 消防・警察等が到着した場合、その後の対応については指示に従う。 

  ・ 児童の避難（安全確認後、）保護者に連絡し、速やかに引き渡す。 

  ・ 火災発生の経緯や状況について、可能な限り情報を集め、事実を正確に 

   把握し、記録する。 

  ・ 校長は、火災事故が終息するまで、人的・物的な被害状況等について、 

   町教育委員会に報告する。 

  ・ 校長は、火災事故が終息した場合は、事故の概要を取りまとめ、文書で 

   町教育委員会に報告する。（財産事故報告、学校事故報告） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜南畑小学校自衛消防組織＞ 

隊 長 

学校長 

・全体指揮 

(必ず現場確認) 

・各機関へ 

 の通報  

・保護者対応 

通報連絡班 
小野寺 
高橋大 １警備設備の管理 ２通報、連絡 ３記録 

避難誘導班 

１児童の安全避難 ２避難施設確保 

３避難設備管理  ４残留者有無確認 

５負傷者救護   ６防火扉開閉 

消火工作班 
１消火設備管理 ２消火活動 

３消防署員誘導 ４非常電源 

警 戒 班 

１建物内外の可燃物の除去 

２火気使用器具の点検 ３飛び火警戒 

４室内外電気配線良否 

谷 地 
笹 川 
菅 川 

福 島 
多 田 

高橋大 
吉 田 

搬 出 班 
細 川 
大 橋 

１重要書類及び物品搬出 

２搬出文書の保管監視 
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  ２ 学校での地震（大規模想定） 
 
  (1) 状況把握 

  ・ 児童の人的被害（安否）を確認する。 

  ・ 施設･設備･通信手段の被害状況を確認する。 

  ・ 学校周辺の被害状況及び避難場所を確認する。 
 
  (2) 救急（応急）措置 

  ・ 防災体制を速やかに整え、救護活動と安全で的確な避難誘導にあたる。 

  ・ 発火物の適切な処置と確認をする。 

  ・ 通信手段の確保を図る。 
 
  (3)関係機関との連携 

  ・ 警察(110番)、消防(119番)、医療機関との連絡体制の確保を図る。 
 
  (4)情報の収集と一元化（報道機関への対応） 

  ・ 人的被害の的確な情報収集と確認を行う。 

  ・ 施設･設備被害の的確な情報収集と確認を行う。 

  ・ 報道機関等外部への情報提供には、管理職があたる。 
 
  (5)保護者及び町教育委員会への連絡･報告 

  ・ 児童の保護者へ速やかに連絡する。 

  ・ 町教育委員会に速やかに報告する。 

 

 ３ 登下校時における自然災害等への安全確保について 
 

  (1) 普通登校が難しい又は困難な場合 

   ① 気象情報等により、前日に明日の対応について校長･副校長･安全担当教諭等が協議す 

     る。 

    「登校を遅らせる、又は休校する等」の判断の時は、全職員及び保護者にその日のうち 

     に連絡をする。 

   ② 当日の朝に判断を求められる場合は、校長･副校長･安全担当教諭等が６時に協議する。 

     「登校を遅らせる、又は休校する等」の判断の場合、全職員及び保護者にすぐに連絡 

     をする。 

   ③ 児童や職員の状況、施設・設備、学区内の状況を把握し、町教育委員会に報告する。 
 
 
  (2) 普通下校が難しい又は困難な場合 

   ① 校長･副校長･安全担当教諭等が協議し、下校を遅らせる。又は早める。その場合、 

    「保護者等に迎えに来ていただく」措置をとる。 
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■ 地震発生時の対応 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急地震速報発令 あるいは 地震発生 

担任（授業担当者） 職  員  室 

・机の下に潜り頭部を保護 
・揺れがおさまるまで待機 
・声かけにより不安を軽減 

（大声で以下を指示） 

緊急地震速報発令！ 
（あるいは地震発生！） 
机の下に潜りなさい！ 

（放送で以下を指示） 
＊停電で放送が使えない場合はハンドマイ 
 クを使うか大声で知らせる。 

・火災発生時は出火場所を確認し、消防 
 署へ連絡 
・情報収集、一次避難場所の決定 
・避難指示内容の決定 

・負傷者等確認 
・負傷者救出 
・出入り口確保 

 
 

 
 

 

初 

動 

対 

応 

（ 

即 

時 

対 

応 

） (校内放送)揺れがおさまって 
○○室で火災発生。○○室を避けて○○
に避難しなさい！ 

（放送を確認後） 
・避難経路の指示 ・出入り口の確認 
・避難行動 

避難行動（揺れがおさまってから、落ち着いて行動） 

一 次 避 難 （校庭等） 
・人員点呼 
・安全確認 
・応急手当 

校庭等が危険な場合、 
二次避難 

本  部  設  置 
・人員確認 
・負傷者がいれば救急車要請 
・現状把握と指示 

・不明者等救出・救護 ・消火活動 ・搬出活動  
・児童の下校対応（保護者への引き渡し） 

 ※災害の発生状況により、保護者へ引き渡すより学校が安全と判断した場合は事情を 
  説明し、保護者も学校に居てもらう。 
・事後対応（教育委員会へ報告、再開準備等） 
・避難所の開設（町当局ならびに地区の防災担当者との連携） 

 
 

初 

期 

対 

応 

※震度４以上の地震発生時は、学校の被害状況等を町教委に報告する。 
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■ 火山噴火、台風、風水雪害・土砂災害発生時の対応 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ※ 学校の対応の状況を町教育委員会に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施 
 
 

１ 災害発生危険度が高い場合、最新気象情報を定期的に確認 

２ 校長、副校長、安全担当教諭の緊急協議 

警 報 等 対     応 

・台風情報 
・土砂災害警戒情報 

・記録的短時間大雨警報 
・火山噴火警報 
・大雪警報 
 
 
 

 
 

 

在 
 

宅 
 

時 

３ 校長（責任者）の指示事項及び教職員の対応 
授業 

中止 
 

 
 
 

・午前、午後に授業が開始できる状況であれば自 
 宅待機。 
・教職員が安全確認の後授業実施を連絡する。 

・朝６時の段階で土砂災害警戒情報や、記録的短 
 時間大雨情報、大雪警報が発令され、児童の登 

 校に危険が想定される場合は、休校または自宅 
 待機とし、緊急連絡する。前日に想定できる場 
 合は前日に連絡する。 

実施 
 
 
 
 

 
 
 

警 報 等 対     応 

・台風情報 
・土砂災害警戒情報 
・記録的短時間大雨警報 
・火山噴火警報 
・大雪警報 

 
 
 

 
 

在 

校 

時 

３ 校長（責任者）の指示事項及び教職員の対応 
授業 

①災害発生の危険性が高まっている際は、副校長
（校長）が気象情報を定期的に確認する。 
②台風情報、土砂災害警戒情報、記録的短時間大 
 雨情報、大雪警報が発令され、児童の下校に危 
 険が想定される場合は、必ず学校待機とする。 

 状況により、安全な階に避難する。 
③天候回復後、保護者に連絡をして迎えに来ても 
 らい、引き渡す。 

＜平成２５年８月９日発生の県央豪雨災害を受けて＞ 
・短時間で状況が大きく変わる。（校舎玄関前の駐車スペースや県道は、膝までの深さの急流と 
 激変した。） 
・豪雨の際、本校の校舎内は安全である。在校時に豪雨が発生した際に、状況が落ち着くまで児
童は学校待機とする。また、保護者への引き渡しは学校周辺の状況を確認し、安全な箇所を選
んで引き渡すこと。 

・在宅時に豪雨等が発生した場合、児童が自分の身を守るためにそれぞれがどのように対応した
らいいかについて、保護者と連携して日常から指導を行っていくこと。 
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■ クマ出没登下校時の対応 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・緊急防犯パトロールの強化 
・学校の事後対応の支援 

・現場に急行し、情報収集と整理 
・近くの家へ支援要請 
・未通報の場合は１１０番通報 
 
【負傷者がいる場合】 
・負傷者の救護、１１９番通報 
・負傷者の保護者への連絡 
 

・１１０番通報 
・学校への情報提供 
・児童の安全確保 
・学校への緊急対応の要請 
【負傷者がいる場合】 
・負傷者の救護、１１９番通報 
 

クマ出没情報・事件の学校への第一報 

地域の対応 

状況を警察、教

育委員会に通報 

被害者等の安全確保 

緊急対応が必要か？ 

チェック１ 

必要 

必要なし 

対応１ 

学校の対応 

・安全確保までの児童の保護と保護者への引き渡 
 し 
・教職員による緊急防犯パトロール 
・地域住民、保護者、警察、教育委員会等への支 
 援要請 

・緊急防犯パトロール 
・学校の緊急対応の支援 

地域や関係機関の対応 

登下校の安全確保 

クマが確保・処分されているか？ 

いない 
対応２ 

学校の対応 

チェック２ 

・情報の整理と提供  
・保護者等への説明 
・心のケア 
・再発防止対策実施 

事後の対応や措置（登下校時の安全対策強化） 
対応３ 

学校の対応 地域や関係機関の対応 

いる 
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Ⅷ 保健・衛生に関する事項 
 

 

  保健･衛生に関する事項については、過去の事例等から想定される事項を洗い 

 出し、日常における未然防止のための対応を十分行うとともに、事故発生の場 

 合は、速やかに適切な対応を行うこと。 

 

 １ 感 染 症 
 

  (1) 状況把握 

  ・ 校長は、日常の健康観察等により、児童の欠席状況や罹患状況を把握す 

   る。 

  ・ 校長は、地域内における感染症の発生･流行状況の把握に努める。 
 

   (2) 救急（応急）措置 

  ・ 罹患した児童及びその疑いがある児童には、保護者に連絡し、家庭での 

   安静及び医療機関での適切な治療が受けられるように指導する。 

  ・ 校長は、欠席率が通常の欠席率より高くなった時又は、罹患者が急激に 

   多くなった時は、状況（学級、学年全体、学校全体、地域の流行状況）を 

   把握し、学校医の指導を得て、時期を失することなく出席停止、臨時    

   休業の措置を講ずる。 
 

   (3) 関係機関との連携 

  ・ 校長は、学校医、町教育委員会との連携、情報交換に努める。 
 

 

 

 

 
 

 

  (4) 情報の一元化（報道機関への対応） 

  ・ 窓口を校長及び副校長とし、混乱を避ける。 
 

   (5) 終息後の対応 

  ・ 校長は、学校医、保健所等から感染症に関わる情報を整理し、保健管理、 

   保健指導を行う。 

  ・ 事後措置の報告を町教育委員会に行う。 
 

  (6) 予防措置 

  ・ うがいや手洗いの励行等、一般的な予防法の指導を徹底する。 

  ・ 感染症予防についての保健指導を徹底する。 

  ・ 児童の日常の健康の保持･増進対策を行う。 

 

 

学 校 保護者 

学校医 

町教育委員会 

保健所 

教育事務所 県教育委員会 

保健福祉部 
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 ２ 食 中 毒 
 

  (1) 状況把握 

   ・ 校長は、児童の欠席状況や異常の有無などの状況を把握する。 

   ・ 校長は、学校医、保健所、医療機関等からの状況の把握に努める。 
 

  (2)  救急（応急）措置 

   ・ 校長は、児童の健康状況に応じ、当日の学校運営の措置を講ずる。 

    （出席停止、臨時休業） 

   ・ 校長は、事後の計画を立て、健康診断、消毒等の予防措置をとる。 

   ・ 校長は、原因と思われる全ての食品の廃棄禁止、児童の嘔吐物の保存 

    措置をとる。 
 

  (3) 関係機関との連携 

   ・ 校長は、速やかに町教育委員会に第一報を入れるとともに、学校医、 

    保健所に連絡する。 

   ・ 校長は、対策委員会を設置し、学校･家庭･地域及び専門機関が一体と 

    なって取り組める体制を作る。 

   ・ 校長は、保健所の指示に従い、検査や調査に前面的に協力し、立ち入 

    り検査には的確に対応する。 

   ・ 校長は、速やかに町教育委員会に報告を行い、その後も状況の変化に 

    応じて続報を入れる。 

   ・ 保護者に対しては、保護者説明会等を設け、状況を説明するとともに、 

    必要な調査の協力を依頼する。 
 

  (4) 情報の一元化（報道機関への対応） 

   ・ 窓口を校長及び副校長とし、混乱を避ける。 

   ・ 職員の役割分担を明確に指示し、児童の健康状況の把握、関係機関へ 

    の対応の記録等の収集にあたる。 
 

  (5) 終息後の対応 

   ・ 食中毒の発生原因については、関係機関の原因究明に協力し、その原 

    因除去、再発防止に努める。 

   ・ 校長は、情報を整理し、食中毒の原因を調査して、状況報告書等を作 

    成し、教育委員会に提出する。併せて、事後措置の報告を行う。 

   ・ 重症の児童には、登校後もその健康状況に注意する。 

   ・ 児童に対して、食中毒の正しい知識、手洗いの励行、衛生習慣の徹底 

    等の健康管理に対する指導を行う。 
 

  (6) 予防措置 

   ・ 手洗いの励行等、一般的な予防法の指導を徹底する。 

   ・ 食中毒予防についての保健指導を徹底する。 

   ・ 児童の日常の健康の保持･増進対策を行う。 
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Ⅸ 報道機関への対応 
 

１ 基本的な対応方針 

  (1) 学校が主体的に、誠意をもって対応するとともに、児童の人権尊重とい 

   う視点に留意しながら、正確な情報を積極的に公開する。 

  (2) 報道対応窓口を副校長に一本化する。 

  (3) 正確な受け答えをするために、説明資料・想定問答等を準備するととも 

   に、公務員の守秘義務遵守に留意する。 

  (4) 背景や原因にかかわることは慎重に対応する。 

  (5) 多数の取材が予想される場合には、事案の状況把握を勘案しながら、記 

   者会見の設定をできるだけ早く行う。 

 

２ 対応のポイント 

  (1) 報道機関の背後には、多くの県民・国民の目や耳があることを認識し、 

   感情的に反発したり取材を拒否したりすることなく、学校が主体的に誠意 

   をもって迅速に取材対応する。 

  (2) 学校の指導・対応等に不十分な点があった場合には素直に認め、そこを 

   出発点として今後の指導や教育活動の改善に生かし、信頼回復に努める。 

  (3) 個人のプライバシーや人権に配慮するとともに、公務員の守秘義務遵守 

   にも留意しながら、正確な情報を積極的に公開する。 
   ・「出せる情報」と「出せない情報」を区別するための情報管理が重要となる。その際、事案の 

     きっかけや背景と判断される可能性のある個人情報等については、児童の人権尊重の立場で 

     判断する。 

    ・明らかな事実のみを答え、憶測では話さない。不明なことは「現段階では分からない」と答 

     える。 

    ・すべての報道機関に公平に情報を提供する。 

    ・守りの姿勢、隠そうとする意識が目立つと、「隠蔽体質」「責任逃れ」という印象を与えるこ 

     とにもなり、子ども・保護者の信頼を失い、その後の対応・指導に支障をきたす。 

    ・公開できない情報や教育的配慮により取材に応じられないときは、その理由を丁寧に説明し、 

     理解を求める。 

  (4) 電話・来校による取材・問い合わせ等の対応窓口を一本化する。 
    ・対応窓口を副校長（不在のときは校長）とし、全教職員に周知徹底する。 

    ・想定問答等を作成するとともに、事件・事故の関係保護者等との情報連携を行う。特に、公 

     表によって重大な影響を受ける関係者には、事前に説明し、了解を得る。 

    ・必ず、社名・記者名・電話番号・質問内容等を記録する。 

 

３ 配慮事項 

  (1) 人的支援等、町教育委員会と連携して対応する。 

  (2) 校内での取材条件（制限事項）を決め、報道関係者に伝える。 
    ・取材時間・場所、校内における立入禁止場所・撮影禁止場所の指定、児童への直接取材の自 

     粛を依頼するなど、教育活動に支障をきたさないように配慮する。 

    ・制限する場合は、その理由を丁寧に説明し、理解を求める。 

  (3) 取材記録・新聞記事等を一元的に集約し、保存する。 
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Ⅹ 緊急記者会見の開催 
 

１ 基本的な対応方針 
 

  (1) 正確な情報を公平に積極的に公開することで、噂や間違った情報を払 

   拭し、二次被害を防止する。 

  (2) 記者会見を設定することで報道対応を集約することが可能となり、時間 

  的により正確な情報発信も可能となる。 

 

２ 開催手順 
 

  (1) 日時・場所等の決定 
 
   ① 町教育委員会へ連絡・相談し、決定する。 
 
   ② 開催時間・場所 
      ・児童への影響、学校運営の混乱回避を考慮した時間帯を設定する。 

      ・児童が校内にいる時間帯は校外で開催する。 

      ・可能であれば、報道の締め切り時間を配慮して決定する。 

       ＜午前の場合＞ ９：３０分までに開催 → 昼のニュースで報道可能 

       ＜午後の場合＞１５：３０分までに開催 → 夜のニュース、朝刊で報道可能 

 

  (2) 報道機関への連絡 
 
   ① 管内の幹事社（新聞社と放送局を分けてある場合が多い。いずれかの 

    報道機関に問い合わせると分かる）へ電話・ＦＡＸ等で連絡する。（特定 

    の報道機関だけに連絡しない） 
 
   ② 校長説明資料・報道資料（ポジションペーパー等）・想定問答 
   ・ポジションペーパーとは、ある問題が起きた場合に、事実関係を客観的に示す文書である。 

     「公式見解」「統一見解」「声明文（ステートメント）」とも言う。 

      ポジションペーパーでは、事実、経過、原因、対策、コメントをＡ４用紙１、２枚程度に 

     まとめる。その時の状況に応じて、マスコミ等に配布する。このポジションペーパーの作成 

     と配布によって、緊急事態発生時に起こりがちな言葉による誤解を防ぐことができる。 

      実際に文書を作成する際には、記者からの想定質問の作成と同時に行うとよい。記者から 

     質問されそうなことを先に文書化しておけば、それだけ質問を減らすことができる。 

    ア 事実 

      誰が、いつ、どこで、何を、どのようにしたかを明確にして、５Ｗ１Ｈの形で簡潔に記載 

     する。 

    イ 経過 

      発生時から現在に至るまでの経過を日時、時間単位で箇条書きにする。経過の結果、現在 

     どのようになっているかの状況説明も加える。 

    ウ 原因 

      発生から発表までの時間がない場合には、「原因を究明中」とする。絶対に憶測事項を記載 

     してはならない。発生からすでに時間が経過し、状況証拠からある程度原因を推定で来てい 

     る場合には記載する。 

    エ 対策 

      発生から発表までの時間が短い場合には、「今後対策を検討し……」という言葉でよいが、 

     「いつまでに対策を発表する」という具体的な日時だけでも記載したほうがよい。二度と同 

     じ過ちを起こさないために具体的に何をどうするのかの記載も必要である。 
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    オ 見解 

      起きてしまった事件（事故）について学校としてどう思うのか、どのように結論づけるの 

     か、どう責任をとるのかを記載する。ここが、学校としての公式会見となる重要な部分にな 

     る。反省すべき点は反省し、謝罪すべきことは謝罪し、主張すべきことは主張する。 
 
   ③ 役割分担 
       受付（社名・記者名・連絡先の記入）：養護教諭 

       進行：副校長 説明：校長 記録・録音：教務主任 
 
   ④ 町教育委員会の関係者への同席依頼 

      ・記者会見の際の説明 ・回答等の役割分担を決めておく。 

 

  (3) 記者会見 
 
   ① 進行次第（例） 
    ア 概要説明等 

     Ａ はじめに（自己紹介、校長の事件・事故への謝罪や所感、決意表明等） 

     Ｂ 事件・事故の概要（警察発表を基本とするなど、事実確認は慎重に行い、個人が特定さ 

      れないよう少年法の観点に基づき簡潔に説明） 

     Ｃ これまでの学校の対応（主に発生後の学校等の取組を簡潔に説明） 

     Ｄ 今後の予定（緊急保護者会、学校再開、児童のケア、次回会見予定等） 

    イ 質疑応答 
  
  ② 説明・質疑応答の際の留意点 
    ・ 事案に応じて、謝罪と事後の対応に全力で取り組むことを表明する。 

    ・ 謙虚な姿勢で分かりやすく説明する。（一問一答を基本に） 

    ・ 当該児童やその保護者の責任を問うことはしない。 

    ・ 今後の学校の方針と具体的な対応策を明確に示す。 

    ・ 質疑応答の際は、聞かれたことのみを的確に答える。 

    ・ 質問の最低ルールを最初に示す。 

     ※「質問がある方は挙手をして、所属とお名前をおっしゃってから質問してください。なお、 

     質問は○○分間（一般的には３０分程度）で終了させていただきますのであらかじめご了承 

     ください。」 

    ・ 予想しなかった質問や学校として確認されていない情報に基づく質問は慎重に対応する。 

     「確認した後でコメントさせてほしい」と即答を避けることも必要である。 

    ・ 背景や原因にかかわることは慎重に発言する。 

    ・ 意見・感想を求められた時は、その言葉が記事になることを踏まえ、慎重に回答する。 

    ・ 学校の指導・対応等に不十分な点があった場合には、素直に認める。 

    ・ 失言や事実と異なる話をした場合は、その場で素直に陳謝・訂正する。 

    ・ 会見後は速やかに会場を去り、記者のぶらさがり取材にあわないようにする。 

 

  (4) 記者会見終了後の対応 
 
   ① 個別対応 
    ・ 報道機関によって話す内容を変えない。 
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３ 報道発表資料の例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       平成  年  月  日  時  分 

報道関係者各位 

                                立  小学校 

                               校長        

         小学校における     事故（事件）について 

 哀悼・謝罪・説明責任等、事故・事件等の概要、経緯、再発防止策について」簡潔に記載

する。 

 （   小学校では、  月  日（ ）午前  時  分頃……………） 

 

記 

 １ 被害状況 

  (1) 被害者（品）等について 

  (2) 被害者（品）等の管理状況について 

  (3) 被害者の状況について 

 ２ 対応及び今後の対応 

  ・臨時の職員会議を開き、  の状況について確認しました。他には被害がありません 

   でした。 

  ・全校集会を開き、校長から児童（事故・事件）の事実を説明するとともに、二次被害 

   の防止について説明しました。 

  ・町教育委員会と連携し、児童の心のケアに努めます。 

  ・ＰＴＡ緊急役員会を開き、（事件・事故等）の状況を説明しました。 

  ・全保護者には、（本日  月  日）、経緯の説明した文書を配布しました。また、 

     月  月  時から本校体育館で今回の（事件・事故等）について説明会を開催 

   します。 

     ※説明会は、報道規制を取らせていただく場合があります。 

【問い合わせ先】 

 副校長           

 TEL&ＦAX 

  E-mail: 
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Ⅺ 事後の対応（中・長期対応） 
１ 事後評価と学校再開の準備 
  (1) 緊急事案発生時には、町教育委員会・関係機関等とも継続的に連携し、 

    中・長期的な事後対応が必要である。特に、児童と保護者の立場に立って、 

       継続的な支援に取り組むこと。 

  (2) 安全確認の徹底 

   ① 今以上の被害拡大（精神面を含む）がないと判断される場合、学校と 

    町教育委員会等が安全確認を行い、共通理解を図る。 

   ② 確認後、早期に通常の学校教育活動に戻れるよう準備する。 

  (3) 事後評価に取り組む。 

   ① 時系列で取りまとめた記録等から、事件・事故等の発生要因の把握、 

    問題点等の整理、学校・地域等の安全性の評価、安全対策の確立など、 

    事後評価と対応に取り組む。 

   ② 改善点や再発防止策に基づいて、学校安全計画、学校危機管理マニュ 

    アル、学校防災計画を見直す。 

  (4) 学校再開への準備に取り組む。 

   ① 町教育委員会、関係機関等と連携し、安全を確保し、授業の再開に向 

    けて諸条件を整備する。 

   ② 教育再開に向けた主な準備 
    ア 校内や通学路等の安全確保 イ 衛生管理、安全点検 ウ 教室など学習場所の確保 

    エ 教材、教具など学習用具の確保 オ 指導体制の整備 エ 実態に即した学習指導計画の作成 

   ③ 各家庭の被害状況に応じて、児童に必要な支援を行う。 

 

２ 児童と保護者の心のケア 
  (1) 緊急時に対応できるよう、日頃から教育相談体制を確立しておく。 

   ① 日頃から養護教諭を中心に、学校医、専門機関等と連携し、ケア体制 

    を確立する。 

   ② 児童に退行現象や生理的反応、情緒的・行動的反応が見られる場合は、 

    早期に専門機関と連携し、支援する。 

   ③ 重大事案発生時は、保護者や教職員に対する適切な支援が必要となる。 

    関係機関と連携し、相談活動等に取り組む。 

    (2) 緊急時は、ケア会議を開催して支援する。 
    ＜ケア会議の主な内容＞ 

    ア 被害評価と応急対応（クラスへの指導、個別相談等）の計画  

    イ スクールカウンセラーや病院等への相談・連携 

    (3) 被害評価は、以下のような評価項目を明らかにし、一覧表を作成し確認 

    する。 
    ① 怪我や入院はないか。 ② 事案発生場所を見ていたか。（第一発見者、近くで目撃等） 

    ③ 被害者、加害者との関係性（親友、友人） ④ 事件前から悩み等を抱えていなかった                 
     か。 ⑤事後の様子や言動など、教職員や保護者等の印象 

   (4) 共感的理解に基づき対応する。 


